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審議会等の会議結果報告 

1 会議名 第 2 回津市廃棄物減量等推進審議会 

2 開催日時 
平成 29 年 2 月 16 日（木） 

午前 10 時から正午まで 

3 開催場所 津市リサイクルセンター ２Ｆ 大会議室 

4 出席した者の氏名 

（津市廃棄物減量等推進審議会委員） 

伊藤 武生、片野 宣之、酒井 俊典、高橋 良雄、西村 顕、

西村 房和、原田 日出夫、平松 崇己、南 有哲、 

澤 昭子、米田 智彦、中西 友恵 

（事務局） 

環境部長 蓑田 博之 

環境部次長 吉田 雄仁 

環境政策担当参事（兼）環境政策課長 小畑 種稔 

環境政策担当参事（兼）環境事業課長 藤牧 和弘 

環境政策課資源循環推進担当主幹 別所 英幸 

環境政策課資源循環推進担当副主幹 淡島 智紀 

環境政策課資源循環推進担主事 川原田 隼也 

し尿処理施設担当副参事（兼） 

安芸・津衛生センター所長 河内 茂 

下水道総務課生活排水推進担当副参事 小畑 雅士 

環境事業課 調整・管理担当主幹 西澤 幸生 

環境施設課 調整・管理担当主幹 今井 一則 

環境施設課 維持担当主幹 浦出 秀治 

国際航業株式会社 井土 將博 吉岡 宏樹 

本間 友香里 

5 内容 

1 一般廃棄物処理基本計画について 

2 津市リサイクルセンター施設見学 

3 その他 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 0 

8 担当 

環境政策課資源循環推進担当 

電話番号 059-229-3141 

Ｅ-mail  229-3139@city.tsu.lg.jp 
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・議事の内容   下記のとおり 

（事務局） それでは、定刻となりましたので、ただ今より平成 28 年度第 2 回津市

廃棄物減量等推進審議会を開催させていただきます。委員の皆様には、大

変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。議事に

入るまでの間、進行役を務めさせていただきます環境政策課の別所でござ

います。よろしくお願いします。それでは、本日ですけれども、鈴木堅之

様は欠席という報告をいただいております。あと、西村顕さんにつきまし

ては、連絡を聞いておりませんので、現在、連絡をしている途中でござい

ます。それでは、会議の開催に当たりまして、はじめに環境部長の方から

ひと言、申し上げます。 

環境部長 失礼いたします。改めまして、皆さん、おはようございます。 

一同 おはようございます。 

環境部長 本日は第 2 回の津市廃棄物減量等推進審議会、ご出席をいただきまし

て、誠にありがとうございます。また、平素は委員の皆様、それぞれのお

立場におかれまして、環境関係の立場でいろいろご活躍をいただいており

ますことを、この場をお借りいたしまして、感謝申し上げる次第でござい

ます。さて、本日の会議でございますけれども、この審議をいただくに当

たりまして、委員の皆さんに、いわゆる津市の現状の情報を共有していた

だこうということで、1回目、本日の 2回目、今回もある意味、皆さんに

現状を知っていただこうというふうな段階でございまして、これからいよ

いよ本格的な議論をしていただく前段階というふうなことにもなろうか

と思います。アンケートの方も、今、まだ届いておるというふうな状況で

ございますので、今日の段階でアンケートの集計を皆さんに情報としてお

届けすることできませんでしたので、これはまた次回にというふうなこと

を考えておるところでございます。ともあれ、お忙しい中、お集まりをい

ただきました。廃棄物減量等推進審議会、本日、ご審議いただきますよう、

よろしくお願いいたします。簡単でございますけれども、始まりの挨拶と

いうふうにさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（事務局） はい、それでは、最初に、本日の予定でございますが、事項書を見てい

ただいて、1 番、2番、3番とあります。1 番、津市一般廃棄物処理基本計

画についてということで、おおむね 1時間から 1 時間半程度、議論いただ

きたいと思います。その後、2番、津市リサイクルセンターの施設の見学
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ということを予定しております。それでは、会議資料の確認ですけれども、

事前にお渡しさせていただきました、津市一般廃棄物処理基本計画策定検

討資料というのは、本日お持ちになっていただいていますでしょうか。も

し、持っていない方は、お手を挙げていただけると用意させていただきま

す。皆さん、お持ちになっていただいていますでしょうか。ありがとうご

ざいます。それでは、本日の会議の成立ですけれども、本日の審議会、委

員 13名中、今現在 11 名のご出席をいただいており、過半数を超えていま

すので、津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例第 29 条第 2 項の規定

により会議が成立していることをご報告いたします。なお、前回に引き続

きまして、本審議会につきましては、津市情報公開条例第 23 条の規定に

基づき公開審議となりますので、ご了解いただきたいと思います。また、

審議内容につきましては、録音させていただくとともに、会議の議事録に

つきましては、津市のホームページ上で公開させていただきますので、あ

わせてよろしくお願いいたします。それでは、津市廃棄物の減量及び処理

等に関する条例第 29 条により、会長が議長を務めていただくことになっ

ておりますので、ここからは酒井会長に議事進行をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

会長 

（酒井委員）

皆さん、おはようございます。 

一同 おはようございます。 

会長 年度末の大変お忙しい中、朝早くからお集まりいただきまして、本当に

ありがとうございます。前回、1回目の時にご審議いただいた続きという

ことで、今回、現状の報告をいただくということで。それを元にして、3

回目にある程度、形ができたのを審議していって作っていくようなスケジ

ュールになっておりますので、今日、いろいろとご説明いただきますけれ

ども、皆さん、忌憚ないご意見いただきまして、津市の廃棄物行政がます

ます良くなるようにということで進めていきたいと思いますので、ご協力

よろしくお願いいたします。酒井が進行させていただきます。まず、津市

廃棄物減量及び処理等に関する条例の規定によりまして、私が進行させて

いただきますので、よろしくお願いします。議事録の署名をこれからお願

いしたいのですけれども、議事録署名者として、高橋良雄委員と中西友恵

委員にお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。本日、前回お休みに

なった中西委員が審議に来ていただきましたので、大変申し訳ないですけ

れど、ご紹介いただけるでしょうか。お願いします。 
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中西委員 三重大学生物資源学部共生環境学科 2 年の中西友恵です。酒井先生と同

じ学科です。大学では気象学とか環境問題と自然エネルギーの循環とか、

森林の話とか、いろんな分野を勉強しています。将来は、気象学を専門と

して学んでいきたいなと思っています。また、課外活動として、環境 ISO

学生委員会という学内の委員会に所属しておりまして、そこでは 3R 活動

だったり、緑化活動、自転車のリサイクル活動、あと地域住民の方と行政

の方と共同で海岸の清掃をおこなっていたり、様々な環境活動をやってい

る委員会に所属しております。この会議の委員には、その委員会の繋がり

で声をかけていただきました。学生ですので、平日行われる会議には参加

できないことが多いかもしれないですけれども、なるべく意見を反映させ

てもらえるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

会長 どうもありがとうございました。若い人の意見は大変重要だと思いま

す。ぜひ、いろいろとご意見いただければ助かりますので、よろしくお願

いします。これから審議に入っていきたいと思いますが、先程ご説明あり

ましたように審議事項としましては、まず 2 つありまして、ひとつは一般

廃棄物の処理計画についてということで、前回の続きの現状報告を含めた

お話があると思います。その後、1 時間程度で終わればということですが、

終わった時間によりまして、見学する場所が違うそうですが、リサイクル

センター、ここを見学するというスケジュールになっているそうですの

で、よろしくお願いします。それでは、本日の最初の議題であります、津

市一般廃棄物処理基本計画について、事務局より説明、よろしくお願いし

たいと思います。前回、計画策定の基本的な考え方とごみ処理基本計画と

いうことで、事務局からご説明いただきましたけれど、これについても 1

回以降、追加修正等あるそうですが、今日お持ちいただいたこの資料の、

地域の概要、2 章、2 章以降と 4 章ですかね。2 章、4 章のお話が基本にな

ってご説明いただけるということですので、この資料とあわせて、ご説明

していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、事務局の方から説明お願いします。 

（事務局） 国際航業の吉岡と申します。本日の資料の説明を担当させていただきま

す。よろしくお願いします。座ってご説明させていただきます。まず、は

じめに、津市一般廃棄物処理基本計画策定検討資料の第 2 章の地域概要に

ついてご説明させていただきます。まず 11 ページをご覧ください。第 2

章の地域概要ということで、それぞれ津市の現状について、約各 10 年間

ほどのデータをまとめているような状況です。まず第 1 節として、津市の
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概要ということで、位置と地勢ということで、津市の全体の面積だとかと

いうところの位置情報を示しております。12 ページ目に移りまして、第 2

節、自然環境ということで、気象のデータを載せております。こちら 10

年間の気温、降水量、日照時間、平均の気温及び年間の降水量の推移をま

とめているような状況です。それが 13 ページまで続きます。14 ページを

ご覧ください。14 ページについては、河川の状況を示しております。続

いて 15 ページ目、こちらは水環境、水質保全に関する状況ということに

なります。続いて 16 ページ目ですけれども、第 3 節の社会環境というこ

とで、人口の推移をまとめております。こちらは 18 年度から 27年度の人

口の推移を示しておりまして、傾向としましては人口が減少傾向にあると

いうことで、全体の人口としては 10 年間で 3％減少しているというよう

な状況です。一方、世帯数については、2.5％、10 年間で増加しておりま

して、1世帯あたりの人口が 2.4 人くらいになっているというような結果

が出ております。続いて 17 ページをご覧ください。こちらは年齢別の人

口を示しておりまして、全体的な傾向を見ますと、高齢者の人口、65 歳

以上の人口が総人口にあたる割合に対して 27.2％というふうなところを

示している状況です。続いて 18 ページ目ですけれども、こちらについて

は地域別の人口を示しております。全体を通しまして、4つの人口が全体

の 6 割を占めているような状況になっております。続いて 19 ページをご

覧ください。19 ページ目につきましては、産業別の就業人口を示してお

ります。こちらについては、第 1次産業、第 2 次産業、第 3 次産業という

ふうに分けさせていただいております。傾向を見ますと、第 1 次産業、第

2 次産業の割合が若干、減少しているのに対しまして、第 3 次産業に関し

ましては 3.4 ポイント増加しているというような状況になります。こちら

は国勢調査のデータをまとめております。続いて 21 ページ目をご覧くだ

さい。21ページ目につきましては、5 番、商業ということで、商店数、従

業者数、年間の商品販売額の推移をまとめております。6 番目、工業につ

きましては、平成 18 年から平成 26年の事業所数、従業者数、製品別の出

荷額等の推移を示しております。22 ページをご覧ください。こちらは 7

番、土地利用ということで、本市の総面積にあたる、それぞれの地目別の

割合を示しております。全体としましては、山林が 3 割を占めているよう

な状況になっています。続いて 23 ページ目をご覧ください。23ページ目

は交通の情報を記載しております。市道だとか国道、あとは鉄道の線路図

を示している状況です。24 ページ目をご覧ください。こちらは今回の一

般廃棄物処理計画の上位の計画におけます関連計画の概要をまとめてい

るような状況です。1 番目の津市総合計画に関しましては、2008 年から

2017 年までの計画期間を定めた計画となっております。25 ページ目につ
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きましては、そちらの総合計画の体系をまとめているような状況です。続

いて 26 ページ目をご覧ください。こちらについては津市環境基本計画（中

間見直し）ということで、現在、公開されております環境基本計画の概要

をまとめているような状況です。27 ページ目にはそちらの体系を示して

おります。基本的には環境のスローガンがありまして、それに向けてごみ

の減量目標などというのが示されております。今回、策定する計画の数値

目標がこの環境基本計画にも載ってくるというような状況であります。な

お、この総合計画と環境基本計画につきましては、現在策定中の計画であ

りますので、新しい情報が入り次第、こちらに随時、変更を追記していき

たいというふうに考えております。以上が第 2 章の地域概要のまとめとな

ります。 

会長 どうもありがとうございました。まず、はじめに第 2 章、地域概要とい

うことで、津市の情勢を、それからあと本計画に関する関連の上位計画等

の状況について、ご説明があったのですが、これに関しましてご質問か、

ご意見あるようでしたら、お願いしたいのですが、いかがでしょうか。基

本的に今ある状況そのまま載せただけのですので。 

高橋委員 1 点よろしいですか。15ページなのですけれども、今後、計画策定まで

には期間があるので最新の情報に変えられるということでお聞きしたの

ですけれども、河川の環境基準達成状況、26 年度の数値ですが、県のほ

うで 27 年度、公表されています。もうすでにホームページ等にも載って

いますので、見ていただきたいのですけれども、達成状況、雲出川上流も

27 年度は達成しておりますので、よろしくお願いします。 

会長 ありがとうございました。他、いかがでしょうか。 

高橋委員 基本的に、これをベースにして今後、計画を策定していくと考えたら、

よろしいのですよね。 

会長 ということで、津市の現状をまとめたという状況ですけれど。よろしい

ですか。何かないですか。 

高橋委員 いえ、次に。 

会長 そうですね。次にも関連することですので、とりあえずご報告を受けて、

先に進めていきたいと。何かありましたら、またご意見いただければと思
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いますので、よろしくお願いします。それでは、先に進めさせていただき

たいと思います。次、第 3 章のごみ処理基本計画についてのご説明いただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（事務局） 続きまして、第 3章、ごみ処理基本計画の内容についてご説明させてい

ただきます。基本的には前回ご説明した内容に追加した項目について中心

にご説明させていただきます。まず 32 ページをご覧ください。32 ページ

については中間処理の内容について、それぞれの分別区分、中間処理施設、

それぞれの処理方法と運営管理について、表のとおりにまとめておりま

す。続いて、33 ページ、34 ページをご覧ください。こちらにつきまして

は、33 ページには焼却処理施設の概要、表 3 の 6 は不燃系、資源系ごみ

の処理施設の概要ということで、津市リサイクルセンターの概要をまとめ

ております。34 ページ目におきましては、平成 28年 3 月に竣工しました

津市一般廃棄物最終処分場の概要をまとめているようなところです。続い

て 36ページ目をご覧ください。36 ページ目にはごみ排出量、原単位の推

移というものをまとめております。 

こちらの原単位という考え方ですけれども、基本的には市民一人当たり

が一日に排出する量についてまとめているような状況です。これを全国の

平均値とあとは三重県の平均値を重ね合わせて、折れ線グラフでまとめて

いるような状況です。これを見ていただきますと、グラフのデータベース

の基本になっている部分ですね、ごみの総排出量という部分が、津市の一

人、一日当たりの排出量となっています。このグラフの傾向を見ていただ

きますと、例えば平成 26 年度におきましては、基本的には全国の平均値

と比較しますと、津市の量というのは 121 グラム、全国と比較して多いと。

三重県と比較しましても、93 グラム多いということで、全国と県と比較

しましても、一人当たりの排出量が多いというような結果になっておりま

す。続きまして、39 ページ目をご覧ください。39 ページ目には事業系ご

みの実績ということで、年間の排出量を示しております。追加した項目と

しましては、表の 3－8 に従業員一人当たりの事業系ごみ、廃棄物の年間

排出量を示しております。図 7 の事業系ごみの排出量の推移を見ていただ

きますと、22 年度以降は増加傾向を示しているというような状況があり

ます。これを表 3－8、従業員一人当たりの事業系ごみの排出量と詳細に

見ていきますと、基本的には量としましては増加傾向を示しているのです

けれども、その中でもちゅう芥類、いわゆる生ごみですとか、可燃ごみ、

あとは新聞、雑誌、段ボールの量がけっこう高い割合を示しているという

ことがありますので、こちらの量を削減していくということが、今後の課

題にはなってくるのかなというふうに考えられます。続いて 40 ページ目
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をご覧ください。40 ページ目には中間処理の現状ということで、（1）に

は焼却処理の推移を示しております。22 年度以降は増加傾向を示してい

るというような状況になります。また、（2）組成分析結果ということで、

西部クリーンセンターとクリーンセンターおおたかにおけます、ごみピッ

トから抽出した可燃ごみの組成分析結果を示している表となります。こち

らが 41 ページ目、42 ページ目、43 ページ目にわたって示しております。

全体的な傾向を見ますと、可燃ごみの中にまだまだ紙類だとか布類の割合

が多数占めているということになります。そうなりますので、可燃ごみの

中からいかに資源化できる紙ごみというものを、リサイクルに回すかとい

うことが課題になってくるかと考えております。続いて 50 ページ目をご

覧ください。50 ページ目につきましては、12 番、旧計画の評価というこ

とで、旧計画で定めました目標値の達成状況と実際の実績を比較したもの

となります。表の 3 の 15 をご覧ください。旧計画では指標としまして、

一人 1日当りのごみ排出量、リサイクル率、最終処分量を掲げております。

こちらの達成状況を見ていただきますと、一人 1 日当たりのごみ排出量に

つきましては、目標値が 966 グラムになっておりますけれども、平成 27

年度の値は 1,040 グラムとなっておりまして、目標と比較して 74 グラム

多いというような状況になっています。そのため達成できていないという

ような状況です。リサイクル率につきましても、旧計画の目標値だと

33.1％となっておりましたが、実績だと 23.1％と 10 ポイント程度、少な

いというふうな結果になります。一方、最終処分量につきましては、旧計

画の推計値が 12,529 トンとなっておりましたが、実績だと 7,410 トンと

いうふうになっていまして、5,119 トン少ない状況なので、こちらは達成

しているというような状況が分かります。（2）施策の実施状況ということ

で、過去 10 年間に実施した施策の実績を示しているような状況です。①

ごみ処理施設の整備状況ということで、平成 28 年度に竣工しました新最

終処分場の整備、推進事業をまとめております。その他、津市リサイクル

センター建設事業の内容、あとは廃棄物処理施設の管理運営事業、新最終

処分場の建設推進事業、廃棄物処理施設の管理運営事業について、まとめ

ております。続きまして、51 ページ目をご覧ください。②番の不法投棄

対策ということで、平成 21 年度から 27 年度におけます不法投棄の対応件

数と、あとはそれぞれの対応件数の前年度の比較数を示しております。不

法投棄の対策としましては、広報での啓発や警告看板の設置、環境パトロ

ールを実施している状況です。しかしながら、不法投棄の件数は減少して

おりますけれども、不法投棄自体はなくなっていないというような状況に

なります。③レジ袋有料化についての取組についてです。市民及び事業者

におきましては、マイバック持参運動を積極的に展開されておりまして、
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高水準を保っているというような状況です。今後も環境フェア等を通じて

市民への呼びかけを行うというようなことを考えております。④のくるり

んフード事業です。表の 3－17 につきましては、食品残渣回収量及び納入

堆肥量ということで、平成 20 年から 27 年度のそれぞれの学校数と収集量

についてまとめているような状況です。続きまして、52 ページ目をご覧

ください。5 番には、くるりんペーパー事業を示しております。表 3－18

には、くるりんペーパー事業の実績としまして、それぞれの対象の箇所数、

収集量、納入トイレットペーパーの個数を示しているような状況です。小

学校 51、公共施設 13 カ所で分別排出されたお菓子だとか食料品等の空箱

を収集しまして、リサイクルしたトイレットペーパーを各小学校へ配布し

ております。続きまして、リサイクル資源回収活動奨励金交付事業につき

ましてまとめているのが、表の 3－19 になります。こちら平成 19 年度か

ら平成 27 年度におけます、それぞれの報奨金を交付した団体数とそれぞ

れの資源の回収量、それぞれの金額をまとめているような状況です。続き

まして、⑦のごみ減量対策事業、エコ・ステーションの概要を示しており

ます。こちらの表を示しておりますのが、53 ページ目、表の 3－20 にな

ります。こちらには平成 26 年度と 27 年度のエコ・ステーションでの回収

実績をまとめているような状況です。8 番の生ごみ処理機導入補助金交付

事業ということで、表の 3－21 には生ごみ処理機の購入される際の助成金

の実績をまとめています。平成 19 年度から 27年度、それぞれの交付の対

象とした基数、金額、あとはコンポストにおけます基数と金額をまとめて

いるような状況になります。これを見ますと生ごみの堆肥化及び減量化に

は一定の効果がありますけれども、生ごみ処理機など、コンポスト容器と

共に、年々、基数が減少しているような状況になります。続いて 9 番目、

ごみメールマガジン配信事業となります。表の 3－22 にはそれぞれのごみ

メールマガジンの登録者数をまとめております。こちらのごみメールマガ

ジンにつきましては、ごみ・ぶんべ津＝分ければ資源・混ぜればごみ、と

いう題目でメールマガジンをしているような状況です。続きまして 55 ペ

ージ目、14 番ごみ処理の課題整理ということで、今までまとめておりま

す、ごみの処理の課題についてまとめているような状況です。①から⑤に

ついてご説明をします。①の排出抑制、減量化についてです。ごみ総排出

量につきましては、平成 18 年度から 27 年度にかけて減少傾向を示してお

りましたけれども、一人 1 日当たりのごみ総排出量、1,040 グラムと 27

年度の実績であります。これを類似自治体の一人当たりのごみ総排出量の

平均値と旧計画の推計値と比較しますと、上回っているような状況です。

それぞれのごみで見てみますと、家庭系ごみについては平成 18 年度から

23 年度にかけて、大幅な減少が見られまして、それ以降は緩やかな減少
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傾向を示しております。一方、事業系ごみについては平成 22 年度までは

減少傾向が見られましたが、23 年度以降は増加傾向が確認されておりま

す。そのため、家庭系ごみの排出抑制を要請しつつ、事業系ごみは排出事

業者への減量化指導の徹底を図る必要があるというふうに考えられます。

続いて中間処理です。燃やせるごみは西部クリーンセンター及びクリーン

センターおおたかで処理を行っております。平成 15 年 2 月に 2 号炉の改

修工事を行いまして、施設の延命化を図りました。安定的な処理を継続し

ていくために、処理量の平準化やごみ質の管理等を推進していくととも

に、延命化工事から 10 年以上経過しておりますので、今後の施設の在り

方について、本計画で検討していく必要があるということが考えられま

す。 

燃やせないごみにつきましては、津市リサイクルセンターで引き続き適

正な処理を推進していきます。（3）資源化についてです。リサイクル率は

平成 18 年度から 23 年度にかけて大幅に減少しましたけれども、平成 24

年度以降は増加しまして、平成 27 年度で 23.1％というふうになっており

ます。こちらの 27 年度のリサイクル率については、類似自治体だとか旧

計画の推計値と比較すると、低い値となっております。そのことからリサ

イクル率向上に向けて、特に家庭系ごみの可燃ごみにおける紙類の分別を

徹底する必要があるというふうに考えております。続いて最終処分につい

てです。本市から発生する焼却残渣および燃やせないごみの残渣は、津市

一般廃棄物最終処分場で最終処分されます。最終処分量は 10年間で 6,346

トン減少しました。これまでと同様にごみの減量化を図り、残余容量の確

保と適切な維持管理を実施し、安全な施設運営を推進していく必要があり

ます。最後に（5）その他についてです。市内においては、いまだ不法投

棄が発生していることから、不法投棄の防止を引き続き図ることが必要で

す。あわせて生活環境の保全に向けて環境美化活動を一層推進していく必

要があります。ということで課題をまとめております。今後、基本計画を

策定していく上では、数値目標など、もう一段、課題を解決するために、

どういった施策が必要なのかということを審議会のほうで協議をいただ

きたいということになっております。以上で説明を終わらせていただきま

す。 

会長 どうもありがとうございました。前回、説明いただいた箇所と現状のご

報告いただいたと。最後に 55 ページの 14 で、こういう課題があるので今

後どうしようかというのを審議していかないといけないというのが重要

になると思うのですけれども、今、ご説明いただきました件に関しまして、

ご質問でもご意見でも結構ですのでお願いします。 
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南委員 すみません、39ページですが、図の 3－7 ですけれど、グラフと先程の

表でいうと、平成 19 年度まで燃やせないごみと粗大ごみを見ているので

すが、20 年度以降が全部 0 になっているわけですが、これは統計上、こ

ういったものが外れたということなのか、本当に物質的に 0になったとい

うことなのか。もし、後者だとすれば、それはどういう背景があるのだと

いうことは、ちょっとご説明いただきたいと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

（事務局） すみません。環境政策課長です。これは平成 19 年度まで、白銀清掃セ

ンターのほうで、産業廃棄物を受け入れていた関係で、ここにあがってお

るのですが、それ以降は現状、廃止したということです。20 年度以降は

あがっていないということになります。 

南委員 だから、統計的に外れたということなのですよね。だとすると 0 ではな

くて。 

（事務局） 今、説明しました、白銀環境清掃センターというのは埋立施設なのです

ね。いわゆるそこにつきましては、家庭から出る一般廃棄物というものを

最終的に埋め立てる施設だったのです。法律上、みなし産廃というのがあ

るのですが、これは何かというと市の施設でも処理ができるようなもの、

そういったものについては産業廃棄物であっても埋め立ててよろしいで

すよ、という法律がありましたので、それで事業系の会社から出るような、

こういったここに書いてあるような粗大ごみなんかを受け入れて、埋め立

てをしておったのですけれども、その事業が 19 年度で終わった。いわゆ

る処分場のほうがいっぱいになる可能性がありましたので、事業系につき

ましては、産業廃棄物として津市の産廃のほうで処理をしてくださいとい

うことになりましたので、受付を終了いたしましたので、これを 0という

ことで受け入れをしておりません。 

南委員 だから民間の業者さんが処理をしている。 

（事務局） そういうことです。市としては受け入れていないということです。 

南委員 ということで、市としては受け入れていないと。ただ、排出量と書いて

あるので、0 となっていると排出が 0 になったというふうに普通は思うの

で、ここはだから 0 であって、例えば、そういう主旨のことをやっぱり書
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いた方がいいのではないかと。 

（事務局） わかりました。ありがとうございます。 

南委員 1 年でいきなり 0 になるというのは、奇跡かなというふうに普通は思う

ので。そこをちょっとわかりやすいように。制度が変わりましたとか、そ

ういうのを。 

会長 ぜひお願いします。ありがとうございました。他にないでしょうか。 

伊藤委員 55 ページのところの課題で、比較論が出ていますが、類似自治体とい

うのは具体的には、一つなのか複数なのか、あるいはどの地域の自治体な

のかは公表できますか。 

（事務局） そちらにつきましては、46 ページ目をご覧いただきたいと思います。

こちらは前回ご説明させていただきましたが、津市の人口区分だとか産業

構造、あとは都市形態に類似している自治体、38 市町村を対象に比較し

ているものになります。詳細については 47ページ目にそれぞれの市町村、

それぞれの排出量など載っておりますので、こちらから引っ張ってきてい

るということです。 

会長 ありがとうございます。あと、いかがでしょうか。何でも結構です。 

これが今後の審議に出されてくることになると思いますので。 

伊藤委員 よろしいですか。 

会長 はい。 

伊藤委員 40 ページの中間処理の焼却処理量のグラフなのですけれども、22 年度

くらいまでは減少傾向にあって、その後、増加していると。このへん、ど

ういう背景でこういう結果になっているかというのは分かりますでしょ

うか。 

（事務局） はい、環境政策課長です。23 年度以降、焼却処理のうち事業系の一般

廃棄物の量が増加したという考え方です。 

高橋委員 事業活動が。 
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（事務局） 活発化した。 

高橋委員 以前に比べて活発化したと。 

（事務局） はい。 

高橋委員 同じようなグラフ、44ページの資源化量についても 23年度以降、資源

化量は増加しているのですけれども、これは資源化をより推進してきたと

いう結果ということでよろしいですか。 

会長 いかがでしょうか。 

紙のリサイクル率が悪いという結果になっているのですけれども、これ

が一つ大きな今後のポイントにもなるかもしれないですけれども、これは

どうしてなのですか。やっぱりごみごと捨てちゃうということなのです

か。 

  

（事務局） はい。環境政策課長です。燃えるごみの中に紙ごみを一緒に捨てている

ことの結果じゃないかと思います。これについては、やはりもう少し、啓

発という形で排出業者に分別をしていただくように、そのへんをしっかり

と啓発していきたいと考えております。 

南委員 すみません。 

うちの職場もたくさん紙が出ていまして、例えば、さっきの 39 ページ

になるのですが、事業系廃棄物というのは要するに紙ごみだという話だと

思うのですけれども、業種ごとの割合というのは分からないですか。 

啓発とか指導とか、おっしゃられているのですけれど、どういう業種、

例えば学校がたくさん出しているとか、普通の一般、よその会社さんの事

務所がたくさん出しているとか、ある程度そういうことは分かっているの

か。分かっているのだとすると、もう少し具体的な、いらんこと言うと自

分の首絞めているのですけれど、具体的な指導なり啓発が可能だと思うの

ですが、これはどうなのでしょう。例えば学校から出るのは、どれくらい

とか、そういうふうには分かっているのですか。あるいはどこの分野が一

番たくさん出しているとか。 

  

（事務局） この事業系の一般廃棄物、業種別にというと、なかなか統計上はそうい

うようなのはないので、非常に難しいのですけれども、事業系からでの一
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般廃棄物というのは、事業はいろんな事業がありますけれど、そこから出

る一般廃棄物というのは、どんな事業をされていても、ある意味そこにあ

る事務所的な仕事をされているところから出るというと、やっぱり紙とか

になります。というふうなのが事業系の一般廃棄物になりますので、どん

な仕事というか、どんな事業の種類をされていても、結局そこから出る一

般廃棄物というのは、そこの事業の事務所、そこの事務所というふうな感

覚になろうかというふうに思います。そこのそれぞれの事業から出る、事

業によって出る廃棄物というのは、基本的に産業廃棄物になりますので、

事業者から出る一般廃棄物というのは一般的に言いまして、そこの事務所

から出るごみで、それだけに限らないですけれど、一般的に考えたら、そ

ういうふうな考え方になろうかなというふうに思います。 

南委員 そうすると、どういう分野からこのように紙ごみがたくさん出ているの

かということは、なかなか分からないということ。 

（事務局） それが統計上、そういうのがないので。 

会長 今のご意見はあれですよね、それが分かれば、指導ということ。 

南委員 だから指導とか啓発という時に、一般的に言われても聞き流されるかと

思うのですけれども。 

（事務局） ちなみに、例えば印刷業をされてみえるとかいうふうなところは、紙と

セットみたいな業種になりますので、そういうところで事業されてみえる

とこから出る紙というのは、一般廃棄物ではございません。産業廃棄物と

いうことになりますので、そういう意味では今の繰り返しになりますけれ

ども、事務所的なところから出るごみというふうな感覚になるというふう

に思います。 

会長 そのあたり、難しいかもしれないですけれど、ちょっと協議いただいた

ら、今後の防止にも繋がるのかなというご意見だと思いますけれども。よ

ろしいですか。他にいかがでしょうか。 

西村（房） 

委員 

ちょっとお聞きしたいのですけれど、55 ページのその他のところで、

いまだ不法投棄が発生しているというようなことが書いてあるのですけ

れども、不法投棄の実態、原因、単に市民の皆さんのモラルの問題なのか、

その他、何か要因があるのか、そんなことをちょっと教えていただければ
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と思います。55 ページの最後の 5 番のところのその他の不法投棄のこと

です。 

（事務局） 不法投棄のことなのですけれども、不法投棄されているものの中には、

家電リサイクル法に該当するようなテレビとか、冷蔵庫、家電等も多いで

すし、あと廃タイヤとかの投棄もかなりございます。あと、その他にも家

庭から出るようなごみもございます。この不法投棄対策というのは、市が

地域と連携して看板設置やいろいろそうした対策をとっているところで

すけれど、やはりこういった対策というのは不法投棄を防ぐには、やっぱ

りその地域の市民の方の監視ということが、かなり重要なことになると思

いますので、対策としましては、市と地元市民の方が情報共有しながら、

しっかりと連携して、ともに対策をとるということが大事かというふうに

感じております。 

西村（房） 

委員 

ありがとうございます。 

（事務局） では、すみません。先程出てきたのですけれども、不法投棄される要因

といたしましては、今、説明しましたように家電リサイクル法とか、タイ

ヤとかいうのは、基本的に家庭から出るごみというのは、近くの集積場の

方に出していただいたら、これは無料で市のほうが収集するのですけれど

も、今、言いましたような家電類だとか家電につきましては、処理料が個

人持ちになりますので、そういったものが投棄、不法投棄されやすいとい

うような。その不法投棄があれば、我々も警察と連携をしまして、解決に

向かって調べるのですけれども、やはり捨てる方は証拠を残さないという

のが、やっぱりありまして、これがなかなか難しいということになってい

ます。 

西村（房） 

委員 

経費的でも相当かかるくらい多いのですか。経費的、例えば人件費とか、

そういうのはけっこうかかるくらい、年間にすれば相当多いのですか。 

  

（事務局） かかりますね。例えば、テレビ 1 台ですと。 

  

西村（房） 

委員 

処理に。 

（事務局） 処分料として、2,000 円、3,000 円とかかかりますし、そういったもの
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 が何台もまとめて捨ててあるというのが、裏返してみれば、お金を取って

引き取って、ちゃんと処理をしますよというような、いわゆる収集の許可

のないような悪徳な者が集めてきて、それを捨てると。個人の方から預か

ったお金を丸儲けするような。こういった悪徳な業者が多いということに

なります。 

西村（房） 

委員 

ありがとうございます。 

南委員 その悪質業者ですけれども、具体的に津市内でやっていて摘発された例

とかはあるのですか。他県の話とか聞くのですけれども。 

（事務局） なかなか難しくて、詳しく調べてみないと分かりませんが、まず 0とい

うことではないと思います。例えば、何か証拠になるようなものが出てく

るというのは本当にもうないですね。特にテレビなんかだとほとんどな

い。 

会長 結局、税金使って処理するので、これは絶対やめていただかないと。 

（事務局） そうですね。 

会長 ちょっといけないというか。 

（事務局） それで、市の処理なのですけれども、基本的に市が所有する例えば公園

でありますとか、市の行政施設の中へ捨てられたものにつきましては、こ

れは市が解決をします。ただし、個人の方のところについて捨てられたも

のについては、所有者責任ということで、これは個人の方で、廃棄をして

いただくということになります。 

会長 そういうことを理解していただくことも重要かもしれないですね。 

（事務局） これが難しいですね、確かに。 

  

会長 重要なポイントかもしれないです。ありがとうございます。他にある方

どうぞ。 
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原田委員 よろしい。53 ページの生ごみ処理機の導入と書いてあるのですけれど、

先程これ、減っておりますけれども、減っている原因が何かありますのか。

  

（事務局） 環境政策課長です。処理機の補助金の交付数が減っているということで

すね。考えられるのは、この処理機、コンポストでもそうなのですけれど

も、対応年数が思ったより長く使えるような、そういったことで、なかな

か買い替えの必要がないのかなというように考えております。 

原田委員 私もこれ使っておりますけれども、なぜ使うかというと私は自分で農業

菜園していますので。畑で、これ入れて作りますと、ものすごいよく肥料

が効くわけです。いい野菜ができるので、もっとこれを普及すれば、最終

的には燃やさなくてもいい。炭素化の問題も関連してきますけれども、こ

れをもっと広めたらいいということ。一つは、会社なんかは事業系には補

助金は出ませんわな。一般家庭しか出ないと私は思いますけれども、事業

系にも残渣とか生ごみ系のこれを補助しておれば、全体的に見れば、燃や

さんでもいいことになってくるのだと思いますけれどね。 

そうすると、ひとつの生ごみの燃やすものが減量化されるということ

で、また資源に帰るということで、一挙両得やと思いますけれども、それ

がなかなか私も自分で勧めておりますけれどもね、何か知らんけど、のっ

てくれませんのや。ひとつは、それは処分をすると、出てきたバラバラに

なった粉みたいになってくるわけですわ。それが、可燃でほってもよろし

いのだけれども、私は、ためといて、畑まいたり、家にまいたりしていま

す。これ津市の中でたくさん庭のある家もありますし、これを利用すれば、

ものすごく有効に使えるのではないかと思いますけれども、なかなかこれ

が増えてきてないというのが不思議に思いますが。これがもっと普及すれ

ばいいなということと、それからもう一つは、これ滋賀県の甲賀市でやっ

ていますけれども、一般家庭の 3 軒に 1 軒にこのコンポストを置いて、そ

こにいったら培養剤を入れるわけですよ。いっぺん取って来て、空のコン

ポストへ培養土、入れて 3 日くらい匂いがせんと発酵するわけです。それ

が 3 日くらいしたところで採取をして、それを地元の工業団地の方で肥料

化しているわけです。私は視察に行きましたけれども、そこに焼却炉はな

いわけです。まったく焼却なしで市がごみを処理しているということです

ので、一番いいことやと思うのだけれども、それには苦労があります。例

えば、この例を考えてみたら、ここは全部もう資源化されておるので、焼

却以外も全部ここでしているわけです、資源として。これを今いった滋賀

県甲賀市ではないということです。で、軽いものでも資源化して、生ごみ

はコンポスト化して、肥料化して、民間企業が委託されてやっております
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けれどもね。そうしていくとどうなるのかなって、津市でしたらどうなる

のか、私も頭の中で考えておりますけれども、難しいこと、あまりにも規

模が大きすぎると難しいけれども、例えば規模の少ないところから順番に

していけば、そういうことができないということはないかと、こう思って

おりますけれども。それがいろいろと一気にはできないと思います。 

会長 そういうご意見ありますので、ぜひ。 

  

（事務局） 焼却場のない自治体があるのですね。すごいですね。燃やすところがな

いと。そういう施設がないと。 

  

原田委員 ここに参考に持ってきておりますのやけれども、そこの会社のことを。

やっぱりやる人がしっかりしていますわ。要は住民と 1 対 1でその会社が

話に行かないと、もう話にならないわけですわ。何人かいると生ごみだけ

を肥料にするのだから、他のもの絶対に入れないという要件がないことに

は、できないわけですな。他のものが入っておればできないので。今まで

の現状からいきますと、本当に生ごみだけと違って、一般家庭でいいます

と、紙でも何でも可燃物で入れていましたわな。それがまったく 0 という

ことですわ。 

（事務局） すごいですね。 

原田委員 生ごみと。それをちゃんと分別してもらわないことには、その話は進ま

ないということです。 

会長 そこまで津市ができればすごい。結局、市民の皆さんの意識をそこまで

高める必要がある。 

原田委員 そういうことです。 

会長 ぜひ、そうしていただきたいと。ありがとうございます。他にいかがで

しょうか。はい、どうぞ。 

中西委員 55 ページの課題のところの（3）で家庭系ごみの可燃ごみに含まれる紙

類の分別が課題ということになっていますが、52 ページのくるりんペー

パー事業というところの例を見ると、公共施設と小学校で紙類のリサイク

ルに向けた回収をしているということですが、これは家庭向けに紙類を回  
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収するという仕組みが今はないということですか。 

（事務局） 家庭から子どもたちが学校へ持ってきたりですね、その公共施設にも一

般の家庭から持ってきていただくと、そういった仕組みになっています。

中西委員 一応なのですけれど、私が住んでいたのが宮城県仙台市で、そこでは家

庭で紙類、空き箱とか雑紙の回収をしていて、こっちに来て、それがなく

て、ちょっとびっくりしたので、そこは検討していただけたら。 

（事務局） そうですね、そのごみの排出、分別区分の中に紙ごみというのがありま

すので、その時に出していただけると、リサイクルに回る仕組みになって

います。よろしくお願いいたします。 

会長 今のお話って、紙ごみで資源回収するのが、いろいろあるということな

のですか。どうなのですか。 

（事務局） 今、津市は新聞、雑誌という区分で大きく分けていまして、今おっしゃ

られたような、そういうふうな小さい紙類につきましては、雑誌類として、

雑誌の中にこう挟んでもらって出していただければ、市のほうでも回収を

させていただいております。回収して、リサイクルするということです。

会長 市ごとに施設が違うので、何か分別も全部違う。 

（事務局） 今言われた小さい菓子箱やらは、ティッシュボックスの空とか、そうい

うのも、いわゆる言い方はいろいろですけれども、紙ごみとか、そういう

ふうな、そういう分類を一つ作って、それだけはまた別に集める日で収集

しますというふうにやってみえている自治体も、それは全国にはいくつか

あります。この分別の仕方というのは、それぞれの自治体でいろいろ違い

ますので、引っ越しをされる方はよく戸惑う方がみえますよね、そういう

意味では。それでも、それぞれの自治体において、手法は若干違いますけ

れども、基本的な考え方はリサイクルできるものは、いかにリサイクルの

ルートへ回せるかというふうなことを考えて、それでプラス、市民の方へ

の負担も、極端な負担のないように、そういうふうなところを考えて、そ

れぞれの自治体、いろんな工夫をされてみえる、ということだと思います。

会長 前回もちょっと議論に。どうぞ。 
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吉澤委員 よろしいですか。結局、今、お話いただいていることは、家庭ごみの方

で、家庭の者がきちんと分類することだという意識が備わってこない限

り、産業だとかいろいろありますが、学校とかありますけれども、家庭の

方できちんと、箱、今のティッシュペーパーの箱はこうだとか、菓子箱は

こうだとか、そうでないと、ビロビロビロと破って、みんな入れちゃうの

ですね、中へ。そういうところの、これからの市の方への出し方をもっと

はっきりしていただけないかなと思いますね。 

会長 どうぞ。 

片野委員 事業系一般廃棄物が増加傾向ということなのですけれども、正直、回収

に当たって許可業者が許可を取得して回収をさせてもらっているのです

けれども、お金をいただいているので、なかなかお客さんに分別してくだ

さいとか言えないのというのが現状なのですね。それで実際の大手のスー

パーさんとか、そういったバックヤードの広いところは確かに分別するス

ペースもあるし、人材もあるし、人もいるので、分別が可能なのです。で、

特に減量をさせていくというか、分別を徹底させていくというのであった

ら、個人の飲食店とか、そういったところに対して、例えば許可業者を 1

年に 1回、2 回、呼んで、その中で分別に対して説明会とか、お客さんに

対して、何か許可業者側が文章を出せるものを持っていれば、けっこう話

がしやすいのですね。で、今、一般家庭用には分別マニュアルとか、表と

か出ているのですけれども、事業系のところはお客さんに対して、出せな

いというのがあるので、そういったところをもうちょっと厳しくすれば、

減量というのはできるというふうに思いますけれども。 

会長 ありがとうございます。 

会長 どうぞ。 

原田委員 先程から言われたように、いかに市民に啓発するかということですけれ

ども、私、本人は、いつも思うのが、この家庭ごみにどんなものがあって、

皆知っているかというと、ほとんど知らないと私は思います。私自身も、

そういう業務に携わっておりながら、カレンダーを見て、何曜日の何が、

何々ということは、それと分け方ですね、廃プラと容プラとそれから、よ

う似た物、よう似た物は燃やしてもいいと。本当は資源化するのがいいの

だけれども、何ともならないものは燃やしてもいいということは聞いてお

りますけれども、そこらへんのことをしようと思ったら、もっとやっぱり
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家庭内の旦那ですな、それにやっぱりもうちょっと教えていただくと、私

も見たりしますけれども、やっぱり最終的にピンとくるのは主婦ですわ。

今日はこれで、これでと言われると、ああそうかと言って集めましたけれ

ども、それをやっぱり男の人があまり知らんということは、男の人にやっ

ぱりそういうところの分別、頭に完全にないから、関係ないので、さっき

言ったような混ざってしまって、資源にできやんというのはひとつの大き

な原因の一つになっていくのだという気はしますね。 

会長 ぜひ、あれですね、そのあたりの周知を、特に我々をターゲットにして

いただければというふうな意見だと思います。そこが一番、肝になるとこ

ろだと思うので、分別の意識の向上というのが。ですので、どういうふう

に行動していくかというのが一つの基準になるのかなと思いますけれど

も。なかなか難しい問題だと思います。 

西村（顕） 

委員 

一つよろしいですか。 

会長 はい。 

西村（顕） 

委員 

可燃ごみの焼却の時の燃料、以前、なんか紙じゃないですけれど、プラ

スチックとか分別する時に、プラスチックだとカロリーが減って、たくさ

ん燃料入れてないと、燃やせなくなってくるからということで、プラスチ

ックを分別しなくなった自治体もあるという話、聞いたことあるのですけ

れども、どうなのですかね、いわゆる省エネというか、環境にいい、焼却

に使う燃料なしでも、ごみだけで燃やすというのは。 

（事務局） 施設課の今井と申します。今の津市にある焼却施設は燃料を使うような

施設ではありません。 

逆にプラを入れることによって温度を下げるという、水を逆に使うよう

な仕組みになっておりますので、燃料としてプラを使うということは、津

市としては今のところありません。 

西村（顕） 

委員 

プラスチックだけじゃなくて、紙とかも含めてですね。可燃ごみの処理

に対しては、ごみだけで全部、熱量の確保ができていてということで、そ

れは例えば、要は湿っているかどうかもあると思うのですけれども、要は、

ごみの分別をする過程の中で、このごみを抜くと、例えば湿ったごみが多

くなっちゃって、より熱がいるとか、そんなエネルギーがいるとか、そう
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いうことはないですかね。 

（事務局） そうですね、できる限り水分を切っていただいた方が。 

西村（顕） 

委員 

それはね。 

（事務局） 基本的に今の津市の施設と言いますのは、先ほどもちょっと言いました

とおり、ごみ自体燃やして、焼却する方式ですので、そうですね、逆にプ

ラスチックが多いと水をまいて、逆に温度を下げないといけないので。 

西村（顕） 

委員 

そういう意味ではできるだけ完全に分別したほうがいいということで

すね。分かりました。 

南委員 35 ページと 36 ページなのですけれども、少なくとも統計で見る限り、

家庭から排出されるごみというのは、全体として減少傾向にあるというこ

とだと思うのですね。平成 22年、23 年には事業系ごみが増えているとい

う実態があると思うのですね。36 ページを見ると、これは家庭系とか事

業系とか区別していませんが、原単位の推移で、この説明では三重県と津

市は多いですねということを触れているだけなのですが、多いということ

もそうなのですけれども、全国と県が要するに微減もしくは微増程度なの

か、津市の増え方というのは、微増ではないですよね。一定の傾斜をもっ

て上昇しているわけです。その一方で、家庭系ごみというのは 35 ページ

を見る限り、じりじりとではありますが、下がっているというのがあって、

いくら人口の減少があるといっても、多分、原単位排出量に大きな影響を

与えるほど減っているとは思えない。そうなってくると、家庭が頑張ると

いうこともあるわけなのですが、やっぱり事業系ごみの増の背景にあるの

は、いったい何かということと、それに対して、どういう指導なり、規制

なりをかけるかというふうに、規制というと語弊があるかもしれません

が、そういうふうに考えていかないと、ということです。それから、あと、

さっき主婦という話も出ましたけれども、実際には共働きが非常に増えて

いるという状況があって、うちも 5 歳の子供がいるわけですけれども、ち

っちゃい子、育てていると、そんな分別がどうこうと、いちいち気にして

いられないという状況もあったりするわけですよね。その保育所がどうこ

うとか、ちょっと津市も大変なことになっているという話も聞かないでも

ない。そういうことを考えた時に、できないものはできないという問題が

あるので、もちろん日頃、市民の生活に、市民に呼び掛けていくというこ
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とは重々あるわけですが、できないことはできないという問題も多分あっ

て。そうなった時に、現に増えている事業系ごみをどうするのだというと

ころを、もう少し具体化していかないと、多分、説得力のある削減案には

繋がらないのではないかというふうな感想をもったのですけれど。統計を

見る限りそうだということ。 

会長 次年度というか、次回の案、作る中で、かなり大きな目標を作らないと。

（事務局） そうですね。確かに事業系の一般廃棄物が増えている傾向がある。裏に

は前段で津市の状況の説明の中で、この産業別の割合みたいな、19 ペー

ジにありますけれども、そこではやっぱり第三次産業の、津市にはそうい

う事業所が増えてきているというふうな現状もある。その中で事業所の数

が多いと増えるけど、それぞれの事業所単位でいくと、少しずつ減らす努

力をしていただく。そんなところの噛み合わせで、このトータルとしての

数字が出てきますので、そこらを加味して、この廃棄物の対策を考えてい

る時に、ちょっといろいろご協力をいただけたらと、そんなふうに思いま

す。なので、事業所が増えているというのも事実ですし、それはそれであ

りがたいことですので。 

会長 本当に表裏一体の部分がある。 

（事務局） そうですね。 

会長 ですけれども、方向としては減らしていく方向というのが、どうしても

必要で、そのあたり。 

南委員 原単位ですけれども、事業所と家庭系それぞれで数字はあるのですか

ね。つまり、原単位の推移、増加、量となっていますけれども、36 ペー

ジで。これはごみ総排出量を示しているわけですから、家庭系も事業系も

この中に入っているわけですね。これは家庭系と事業系で分けて原単位が

算出されると、要するに経済活動の規模が活発になっているにもかかわら

ず、それほどごみは増えていないという話になるのか、実は経済活動の活

発になっているのよりも高い割合でごみが増えているということなのか

と。そこらへんがちょっときちんと見とかないと、単に第三次産業が増え

ているからごみが増えましたねという説明だけだと、これはやっぱり突っ

込む人は突っ込んでくると思うので。もし、そうは言っても経済活動が活

発になっていると、それほどごみは増えていないのだというなら、そうい
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うふうに言ったらいいことだと思いますし、経済活動が活性化していて、

それ以上にごみが増えているとしたら、何かそこは対応しなきゃいけない

問題があるのだという話なので、そこは多分、統計が取れるのかどうかと

いう問題はあると思いますが、トータルの原単位が出て、排出量の家庭系

と事業系と分けられるということは、おそらく原単位でみても、それぞれ

を算出することはできるのではかなと思うので、多分そこはもう少し緻密

にされた方が、より説得のある方針が出せるのじゃないかなというふうに

今、ちょっと思うのですけれども。 

会長 それいかがですか。 

（事務局） 統計上、産業別の人口というのは、今、19 ページに資料がございます

ので、事業所から出る一般廃棄物を例えば産業別の人口の頭数で割ると、

いわゆる事業系の 1日あたりの、計算上は出すことはできます。 

ですので、数字のそういう計算上は出ますので、そういうのをどう考え

ていくかというふうなとこだと思います。これは、以降含めて、宿題とい

うふうな形でさせていただけたらなというふうに思います。 

会長 いかがでしょうか。時間が決まっていますので、何かありますか。 

副会長 

（米田委員）

やっぱり排出を抑制するというのが一番難しいと思いますし、根本的に

世の中の供給過多の製品販売とそもそも需給調整さえできれば、全体的に

は少なくなるのは間違いないですけれども、なかなかそうはいかない現状

なので、いろんな指導をもって、やっぱり市の行政の方がしっかりやって

もらうのが一番いいかなと思います。 

会長 そのあたりがやっぱり論点になると思いますので、どういうふうに取り

込むかも、今後、議論していくことになると思いますけれども、判断して

いただいて次回以降、議論できればなと思いますので、よろしくお願いし

ます。よろしいでしょうか。もし時間ありましたら、まだ多分、皆さん、

いろいろご意見あると思うのですけれど、時間がせまっていますので、先

に進めさせていただきたいと思います。次、4 章の生活排水処理基本計画

について、すみませんがご説明よろしくお願いします。 

（事務局） はい、56 ページ目をご覧ください。第 4 章、生活排水処理基本計画と

いうことで、今回の廃棄物処理基本計画の中には生活排水も含まれますの

で、そちらについての現状について、お話させていただきます。第 1 節の
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生活排水処理の現状および課題というところの 1 には生活排水処理フロ

ーと今の津市の処理体制について、まとめているような状況です。続いて

57 ページ目をご覧ください。57 ページ目には、2 生活排水処理形態別人

口の推移ということで、公共下水道に接続されている方、合併処理浄化槽、

農業集落排水施設、あとは単独処理浄化槽、市における人口について、そ

れぞれ形態別にまとめているような状況です。まず内訳を見てみますと、

水洗化、生活雑排水を処理されている人口につきましては、10 年間で約

31,979 人増加しているというようなことが分かりました。また、単独処

理浄化槽人口についてですけれども、こちらについては 10年間で 10,716

人、し尿収集人口、要はぼっとん便所の設備を設置されている人口ですけ

れども、こちらは 30,742 人減少しているということが分かりました。こ

の表 4－2 に一番下ですね、生活排水処理率というふうな項目がございま

すけれども、こちらは水洗化もやっているし、生活雑排水も処理されてい

るというような人口の割合を示しております。こちらについては 10 年間

で 13.5％増加しておりまして、平成 27 年度では 78.0％もの数値を達成し

ているような状況です。図 4－2 については、そちらの傾向をグラフ化し

ているような状況です。続いて 3 番、し尿および浄化槽汚泥の処理実績、

収集、処理量の実績についてです。続いて 59 ページ目には、図 4－3 とな

っております。図 4－3 を見ていただきますと、まず黒く塗りつぶしてい

るのが、浄化槽で、斜め線になっているのがし尿になりますけれども、平

成 22 年度以降、浄化槽汚泥については増加傾向を示しておりまして、し

尿の割合というのは減少しているというようなところが分かります。60

ページ目をご覧ください。4 の収集運搬状況というものは現在のし尿くみ

取り及び浄化槽汚泥の収集の、許可業者におけます車両台数等をまとめて

おります。5 番目の合併処理浄化槽設置の補助制度につきましては、表 4

－6 に浄化槽の人槽ごとの補助金額、転換された場合と、また新規で設置

された場合の補助金額を示しております。61 ページ目をご覧いただきま

すと、平成 27 年度におけます、こちらの補助交付実績をまとめているよ

うな状況です。続きまして 62 ページ目をご覧ください。こちらには現在、

市に 2施設、し尿処理施設がございますけれども、安芸・津衛生センター

とクリーンセンターくもずの概要を62ページ目と63ページ目にまとめて

いるような状況です。続いて 64 ページ目ですけれども、生活排水処理経

費の実績ということで、表のように平成 22年度から平成 26 年度し尿、浄

化槽の生活排水処理にかかった経費について、まとめているような状況で

す。1kLあたりの諸経費というものを表の一番下に載せておりますけれど

も、約 8,000 円程度、発生しているというようなところが分かります。65

ページ目にはそれぞれの生活排水処理の財源の内訳や支出の状況をグラ
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フ化しているような状況です。66 ページ目をご覧ください。こちらはご

み処理基本計画でもありましたけれども、旧計画におけます生活排水処理

率の進捗状況を実績等、旧計画の数値で照らし合わせているものです。一

番下に表の 4－11 の一番下に、生活排水処理率と前回計画値との乖離とい

う部分、まとめておりますけれども、例えば表 4－11 の平成 27 年度にお

きましては、生活排水処理率の計画値は 81.6％に対して、実績だと 78.0％

というふうに、マイナス 3.6 ポイントのような状況になっておりますの

で、これから企画、会議していくというような状況です。67 ページ目、

68 ページ目におきましては、生活排水処理を巡る動向ということで、国

の動向、県の動向、本市における動向、あとは生活排水処理技術の動向と

いうことで、全国におけます汚泥再生処理センターの処理方式だとか、浄

化槽の処理方式についての技術的なまとめをしているような状況です。続

いて 69 ページ目ですけれども、こちらは生活排水処理の課題ということ

で、実績を踏まえたところの課題をまとめております。（1）の水洗化の促

進という部分ですけれども、生活排水処理率については平成 27 年度で

78％にのぼり、そのほとんどが公共下水道によるもので、残りは合併処理

浄化槽によるものです。今後の生活排水処理率を増加させていくために

も、単独処理浄化槽、し尿収集処理人口からの転換を促すことが重要です。

2 番目、し尿および浄化槽汚泥処理の必要性についてです。公共下水道及

び農業集落排水処理区域外のし尿及び生活雑排水は合併処理浄化槽、単独

処理浄化槽、くみ取り式で処理されています。単独処理浄化槽、くみ取り

し尿による処理には未処理の生活排水が河川等の公共水域に排出され、水

質汚濁の原因になります。水質保全のため、単独浄化槽、くみ取りし尿に

よる処理を継続している世帯には、合併処理浄化槽への転換を促すことが

重要です。（3）のし尿および浄化槽汚泥の収集、運搬については、し尿及

び浄化槽汚泥はくみ取りし尿から合併処理浄化槽への転換が促されるこ

とにより、し尿の量が減少し、浄化槽汚泥量が増加すると推測されます。

従って、それぞれの排水量に留意し、適正に収集がおこなえる体制を維持

していくことが必要です。また、これまでの収集体制を維持しつつ、市民

サービスの向上、衛生処理の徹底化を図る必要があります。収集の効率化

を図りながら、施設の安定運転のため、浄化槽汚泥を計画的に収集して、

搬入量の平準化を図るような取組が必要です。以上が生活排水処理、第 4

章の項目の説明となります。 

会長 ありがとうございました。今、生活排水処理のご説明をいただいたので

すけれども、いかがでしょうか。先程はごみの話で、今度、水の話ですが、

だいぶ違うと思いますが、いかがでしょうか。 



27 

南委員 ちょっと今のみなし浄化槽というのは何ですかね、56 ページに出てい

るのですけれども。し尿くみ取り、みなし浄化槽、浄化槽ということで、

みなし浄化槽というのは、どういうことなのでしょうか。 

（事務局） はい、下水道総務課生活排水推進担当の小畑ですけれども、みなし浄化

槽と申しますのは、これは単独処理で、し尿だけしておる、いわゆる昔は

これが多かったと思うのですけれども 

南委員 マンションとかに付いているあれのことですか。 

（事務局） し尿と生活雑排水と合わせて処理するのが、今現在、合併処理浄化槽と

いうのがあるのですけれども、ちょっと以前はし尿だけを処理できる浄化

槽というのがございまして、それをみなし浄化槽と申します。 

高橋委員 補則を 1 点、法律が変わりまして、今の浄化槽法の中では浄化槽という

のはし尿と雑排水合わせて処理するのを浄化槽というと。以前の単独浄化

槽は、みなし浄化槽と。 

南委員 ありがとうございます。 

会長 他はいかがでしょうか。 

原田委員 よろしいですか。 

会長 はい、お願いします。 

原田委員 津市が最終的には下水道とそれから下水道区域以外のところの、下水道

は下水道で繋がるというのは、都市下水道に繋がるのは分かりますけれど

も、それ以外のところについては、すべて市が管理する浄化槽、合併処理

浄化センターがあるわけですな。 

（事務局） 今のところ、27 年度から下水道の区域、それから農業集落排水処理区

域以外のところについては、指定の浄化槽の区域というふうに設定をしま

して、市のほうで浄化槽の設置をして、推進をしていくというふうなこと

で、今、進めております。 
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原田委員 その過程は、過程というか流れが入りまして、本来ならばもっと下水道

が増えるわけですね、津市は。で、志登茂川に下水処理場が、志登茂川か

知りませんけれども、30 年にできるそうですけれども、そうすると結局

はそういう市が管理する浄化槽というのは、三重県で他にありますのやろ

うか。 

（事務局） 松阪市さんとかがされておったようですけれども、今現在、そういうの

は多くはないと思います。 

高橋委員 紀宝町が三重県トップで入ってきているのですね。それ以降いくつかの

市町でされている。ちょっと、今、具体的に分からないですけれども。 

原田委員 ただ小さい町村でしたら、案外できやすいが、この今、津市がやってい

る、市が管理する方法というのは、三重県中が注目しているわけですわ。

ということは、何かというと、結局、浄化槽そのものが市のものになりま

す。市のものになって、水道料金と同等の下水道料金として浄化槽のお金

を払うわけです。そこで結局、いいことなのだけれども、今までは民民同

志、浄化槽は個人のものでした。それから、いわば管理するのは個人のも

のです。今度はそうじゃないと。今度、市が浄化槽を作って、管理をして、

いい水を出して、河川に流すというシステムだけど、と私は思いますのや

けれども、結局、最終的には 9,000 戸くらいが下水道以外のとこが浄化槽

になって、小型合併というかそれに変わるという話やけれども、はたして、

それが、我々はその当事者ですが、非常に難しくて、何が難しいかという

と、結局、法律上の水を出す、いい水を出すということを、市が責任を持

ちますというようになっているわけです。そうやけれども、それは、今度

は言いかえれば、市が実際にそういう人がおらんわけですわ。管理する人

が。民間に委託をして、長い間、しているのやけれども、私は案外心配す

るのはね、いかに民間のものがよっぽどしっかりしておらんと、悪い水出

したら責任は市にあるのですよ。浄化槽が市ですもんね。今まででしたら、

個人でしたので、個人やったらええのかという意味でなしに、非常にこれ

は難しい問題が起きてくるというのは、やっぱりいかにきれいな水を出し

て、下水道なみのことをしなさいよという意味の言い合いになってくるわ

けです。要はこれから汲み取り浄化槽はなくなる、それから単独浄化槽も

なくなる、すべてこうやって合併した浄化槽になって、まずそれが市の責

任でしますので、それはいろいろ流れがありまして、本来ならば、もっと

全部、下水道の処理ですけれども、いろいろと、施設のところで、市民の

皆さんが、下水が出来るのに、来んやないかと。来んのは不公平だという
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ことから、そういう制度に津市が今、してると思いますのやけれども、詳

しいこと知りませんのやけれども、そうやさかいに、この問題は、そうい

うことでしたというのが分かれると。下水道と、下水道はまったく我々、

関係できませんけれども、今度は市が管理する浄化槽とが一番重点になっ

てくると思いますのやけれどもね。ここの今日の問題は。そういうどうな

ったかという最終的に津市が考えた事は、処理場、二つあるわけですな。

今の、雲出川のとそれから津にあるのが、それが 10 年後にはどうなるか

ということを、はたして 10 年後に、今までは 10年で 3％の人口の減少な

わけです。で、今から 10 年後に 3％ということでしたら、あまり影響は

少ないと思います。3％でしたら。それも 10％、20％人口減少するのやっ

たら、いろいろ考えますけれど、施設についてはね。けれど、これはまだ

3％は減るという、逆に増える可能性もないこともないわな。いろいろな

産業がきて、いいものがいろいろな観光施設ができて、人が 10 年後には

また増えるかも分かりませんけれど、それをどう我々が想定して、その点

が非常に難しいなという気はしますけれどもね。 

会長 ありがとうございます。そのあたりは当然、次回の審議の中に入ってい

て。 

（事務局） そうです。この 10 年間、このし尿処理を基本的にどういう考え方でし

ていこうというふうな、この 10 年間の計画を立てよというふうなことで

すので。いいお話をいただいたと。 

会長 次回以降、議論することになると思いますので。時間が 12 時半になっ

ていまして、何かございますか。 

米田委員 単独の浄化槽の件なのですけれども、通常のものとか、いろんな一般の

もあると思うのですが、現在、単独をやられているところですと、既得権

で、そのままそこで、例えばレストランとかやっている人も、生活雑排水

は浄化槽を通さなくてもいいということになっていると思うのですけれ

ども、これに対して、合併浄化槽に変えるための補助とか、そういうのと

か出るのですか。 

（事務局） 単独の浄化槽もありますし、通常のもあると思うのですけれども、これ

から合併浄化槽に変えていただくのは、個人で付けていただく、替えてい

ただく場合にも、その浄化槽に対しまして補助金が出ますし、また単独浄

化槽を撤去する費用も補助が出ますし、あと配管をつなげたいところもご
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ざいますので、そちらの方も補助の制度としてございます。 

米田委員 事業者でもいいのでしょうか。 

原田委員 事業者の補助はできません。それから単独浄化槽もこれから変わってく

るかもしれません。 

米田委員 新設は。 

原田委員 けれど、今の単独浄化槽を合併に変えなさいというと、県からは補助が

あります。事業所は出ません。アパートとかそういうとこは。と、私は思

うのですけれど。 

会長 あとで結構ですので。 

（事務局） はい、すみません。 

会長 じゃあ、ちょっと議論がつきませんが、ちょっと進行がうまくなくて申

し訳ありませんでしたけれども、このあたりで一番目の議題に関しまして

は終わらせていただきます。あと、3 回目以降、これに関しまして、いろ

いろと議論しているものを形にしていくことになりますので、ご協力よろ

しくお願いします。ということで、次は施設見学ということですので、よ

ろしくお願いします。 

 ＜施設見学＞ 

会長 どうもお疲れ様でした。説明していただいて、やはり大変だなと。こう

いう、いかにして分別含めて注意したらいいかというのを分かってもらう

必要があるのかなとすごく思いましたけれども。それを含めて、今後、ど

ういうふうに、一番は、やはり市民の方に認識してもらって、やっていく

か、というのを推し進めていくことが重要なので、次回以降もいろいろと

ご意見伺いたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

先程の見学を含めてご意見あるようでしたら、よろしいでしょうか。 

それでは事務局から 3 回目の審議会のお話ということで、よろしくお願

いします。 
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（事務局） はい、それでは、先程リサイクルセンターの見学、どうもありがとうご

ざいました。本来でしたら、最終処分場もということを考えていたのです

が、最終処分場については片道 1 時間必要でございますので、どうしても

この審議会の中では、ちょっと行って来るには難しい時間ですので、今回

は、清掃センターに来てもらって、見ていただいたということでございま

す。次回ですが、何とか今年度に第 3 回ということで、3 月 23 日の木曜

日の 2時に予定をしております。場所はリージョンプラザ、津市本庁舎の

隣の図書館があります、リージョンプラザ 2階の第 1 会議室を予定してお

りますので、改めて開催通知を送らせてもらいますけれども、そちらのご

予定をよろしくお願いしたいと思います。今回の会議の中で計画を立てる

ために必要な基礎となるごみ処理の現状とか生活排水処理の現状及び課

題の説明をさせていただきました。ですので、次回では、第 3 章のごみ処

理基本計画のごみ処理の現状におけるアンケート調査の結果と、一番トッ

プのところで言いました、前回、審議いただきました、アンケートの調査

の結果は締切させてもらいまして、今、集計をしてもらっている最中でご

ざいます。アンケート調査の結果の報告と、ごみ処理基本計画のおそらく

基本計画を立てるに当たっての基本方針を中心にご審議いただきたいと

いうふうに思っています。事前に 3 月の第 1 週、第 2 週、3 月 10 日くら

いまでに、アンケート調査結果とその時に出来ている資料を送らせていた

だきたいと思いますので、また、内容をご確認いただきまして、ご意見等

お持ちよりいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

会長 ということで、説明をいただきましたけれど、次回 3 月 23 日、木曜日

の 2 時からで、場所は前回した場所ですね。 

（事務局） リージョンプラザです。 

会長 リージョンプラザ、前回もリージョンプラザでしたか。 

（事務局） 前回は津市の本庁舎。 

会長 本庁舎でしたか。すみません。 

（事務局） そのお隣になります。 

会長 ホールのところですね。 



32 

（事務局） そうです。 

会長 ということだそうですので、お間違えのないようにお願いします。ご説

明いただきましたように、3 月 10 日くらいに基本方針案というのが各委

員の皆さんに、郵送されるということですので、中を見ていただきまして、

ご意見等あるようでしたら、ぜひ出していただければということで、それ

を反映しながら、次回、審議していきたいと思いますので、ご協力よろし

くお願いいたします。何かございますか。よろしいですか。それじゃあす

みません。私の不手際で、ちょっとビデオとか見られなくて、申し訳あり

ません。この施設はいつでも見学できるのですか。 

  

（事務局） はい。 

会長 ということだそうですので、また機会ありましたら。 

そうしましたら本当に長時間ありがとうございました。また、今後とも

よろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。 

一同 ありがとうございました。 

  

  

以上 


